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高 知 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 10 5号

宿 毛 市 沖 の 島 周 辺 海 域 に お け る 船 舶 を 使 用 し て の い さ き 釣 り に

つ い て 、 漁 業 法 （ 昭 和 24年 法 律 第 267号 ） 第 120条 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 令 和 ６ 年 11月 12日 に 次 の と お り 指 示 し た 。

令 和 ６ 年 12月 ６ 日

高 知 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 会 長 木 下 清

１ 操 業 の 承 認

３ に 定 め る 操 業 区 域 （ 以 下 「 操 業 区 域 」 と い う 。 ） に お い て

船 舶 を 使 用 し て い さ き 釣 り を し よ う と す る 者 は 、 別 に 定 め る 承

認 事 務 取 扱 要 領 に 基 づ き 、 使 用 す る 船 舶 ご と に 高 知 海 区 漁 業 調

整 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） の 承 認 を 受 け な け れ ば な

ら な い 。

２ 承 認 対 象 者 及 び 使 用 船 舶

１ に 定 め る 操 業 の 承 認 （ 以 下 「 承 認 」 と い う 。 ） の 対 象 と な

る 者 は 漁 業 協 同 組 合 員 と し 、 使 用 す る 船 舶 は 総 ト ン 数 ５ ト ン 未

満 の 漁 船 と す る 。 た だ し 、 委 員 会 が 特 に 認 め た と き は 、 こ の 限

り で な い 。

３ 操 業 区 域

宿 毛 市 沖 の 島 、 鵜 来 島 、 黒 碆 、 二 並 島 、 三 ノ 瀬 島 、 室 碆 、 水

島 及 び 姫 島 の 最 大 高 潮 時 の 海 岸 線 か ら 沖 合 1,0 0 0メ ー ト ル の 線

に 至 る 区 域 と す る 。 た だ し 、 第 三 種 共 同 漁 業 権 共 第 3,12 9号 か

ら 共 第 3,13 1号 ま で 及 び 共 第 3,8 0 9号 か ら 共 第 3,8 1 4号 ま で の 漁

場 区 域 を 除 く 。

４ 漁 業 時 期

漁 業 時 期 は 、 １ 月 １ 日 か ら 12月 31日 ま で と す る 。

５ 条 件

い さ き 釣 り の 条 件 は 、 次 の と お り と す る 。

(１ ) 操 業 区 域 に お い て は 、 ロ ー プ 等 に よ り 船 舶 を 連 結 し て

操 業 し て は な ら な い 。

(２ ) 漁 獲 物 を 他 の 船 舶 に 転 載 し て は な ら な い 。

(３ ) 承 認 を 受 け た 者 は 、 操 業 に 際 し 、 自 ら 承 認 証 を 携 帯 す

る と と も に 、 別 記 第 １ 号 様 式 に よ る プ レ ー ト を 他 か ら 見 や

す い 場 所 に 表 示 し な け れ ば な ら な い 。

(４ ) 日 没 時 １ 時 間 後 か ら 日 の 出 時 １ 時 間 前 ま で の 間 は 、 操

業 及 び 操 業 区 域 に お け る 船 舶 の 錨 泊 を し て は な ら な い 。
びょう

６ 遵 守 す べ き 事 項

尾 叉 長 19セ ン チ メ ー ト ル 未 満 の い さ き を 釣 っ て は な ら な い 。
さ

７ 報 告 義 務

承 認 を 受 け た 者 は 、 漁 獲 成 績 を 別 記 第 ２ 号 様 式 に よ り 毎 年 ９

月 30日 ま で に 委 員 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 、 県

外 に 住 所 を 有 す る 者 に あ っ て は 、 そ の 住 所 地 を 管 轄 す る 都 道 府



県 の 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 を 経 由 し て 報 告 す る も の と す る 。

８ 承 認 の 取 消 し

委 員 会 は 、 こ の 指 示 に 違 反 し て 操 業 し た と き そ の 他 漁 業 調 整

上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 承 認 を 取 り 消 す こ と が あ る 。

９ 指 示 の 有 効 期 間

指 示 の 有 効 期 間 は 、 令 和 ７ 年 １ 月 １ 日 か ら 令 和 11年 12月 31日

ま で と す る 。



別 記

第 １ 号 様 式

宿 毛 市 沖 の 島 周 辺 海 域 に お け る い さ き 釣 り 承 認 船 が 表 示 す る プ

レ ー ト

注 プ ラ ス チ ッ ク 製 で 、 黄 地 に 黒 文 字 で 表 示 す る 。
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第 ２ 号 様 式

年 月 日

高 知 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 会 長 様

住 所

氏 名

年 い さ き 漁 獲 成 績 報 告 書

承 認 番 号 船 名 総 ト ン 数

ト ン

月 延 べ 操 業 日 数 漁 獲 量 （ ㎏ ） 漁 獲 金 額 （ 円 ） 操 業 海 域

１ 月

２ 月

３ 月

４ 月

５ 月

６ 月

７ 月

８ 月

９ 月

10月

11月

12月

合 計



高 知 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 指 示

○ 船 舶 を 使 用 し て の い さ き 釣 り に つ い て の 指 示


